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霜
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Ｊ
利

側

当
日

馴

ゴ
劇

ロ

ヨ
劇

刷

ゴ
矧

割

瑠
劃

耐

す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所

に

つ
い
て
、
そ
の
人
員
の
配
置
が
、
第
二
十

一
条
第

一
項

（第

一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項

（第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ

く
厚
生
労
働
省
令
劇
―ま‐
剖
日
耐
樹
翻
り
劉
測
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く

不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
適
正
な
医
療
の
提
供
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
場
合

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
者
に

対
し
、
期
限
を
定
め
て
ヽ
そ
の
人
員
の
増
員
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
、

そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
の
四

　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

２
～
４
　

（略
）

５
　
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
区
域
の
設
定
並
び
に
同
項
第
十

一

号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
に
関
す
る
劃
期

（療
養
病
床
及
び

一
股
病
床
に
係

る
基
準
病
床
数
に
関
す
る
基
準
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
床
の
種
別
に
応

じ
算
定
し
た
数
の
合
計
数
を
基
に
し
た
コ
判
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

６
　
都
道
府
県
は
、
第
二
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
を
定
め
．よ
う
と

（新
設
）

第
二
十
二
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所

に
つ
い
て
、
そ
の
人
員
の
配
置
が
、
第
二
十

一
条
第

一
項

（第

一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項

（第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
基
づ

く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ

、
適
正
■
医
療
の
提
供
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
設
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て

、
そ
の
人
員
の
増
員
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
若
し

く
は

一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
の
四

　

（略
）

２
～
４
　

（略
）

５
　
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
区
域
の
設
定
並
び
に
同
項
第
十

一

号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
に
関
す
る
棚
判

（療
養
病
床
及
び

一
般
病
床
に
係

る
基
準
病
床
数
に
関
す
る
標
準
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
床
の
種
別
に
応

じ
算
定
し
た
数
の
合
計
数
を
基
に
し
た
標
準
）
は
ヽ
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

６
　
都
道
府
県
は
、
第
二
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
を
定
め
よ
う
と



す
る
場
合
に
お
い
て
、
急
激
な
人
口
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
事
情
が
ぁ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、ヽ
同
号
に

規
定
す

る
基
準
病
床
数
に
関

し
、
前
項

の
国
調

に
よ
ら
な

い
こ
と
が

で
き

る
。

７
５

１３

　

（略
）

す

る
場
合

に
お

い
て
、
急
激
な
人

口
の
増
加

が
見
込
ま
れ

る
こ
と
そ

の
他

の
■

令

で
定

め
る
事
情

が
あ

る
と
き
は
、
政
令

で
定

め

る
と

こ
ろ
に
よ
り
、

同
号
に

規
定
す

る
基
準
病
床
数

に
関
し
、
前
項

の
園
剰

に
よ
ら
な

い
こ
と
が

で
き

る
ｏ

７
．～

１３

　

（
略
）
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